
質問①（婦人科）
2018年3月7日

回答

子宮細胞診の判定基準はベセスダの結果で判定
されていますが、ｃｌａｓｓの結果は考慮しな
くても良いでしょうか？

従来のクラス分類である日母分類からベセスダ分類への移行を2012年学会会告として提示いたしました。
学会会告
http://www.ningen-dock.jp/wp/common/data/other/release/fujinsaibou_hantei_20120131.pdf

詳しくは下記学会誌を参照願います。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/ningendock/26/5/26_723/_pdf

質問②（婦人科）
2019年8月21日

回答

婦人科検診の報告方法について、確認させてく
ださい。ガン以外の病気、トリコモナスなどが
見つかったとき、D判定に入れるものでしょうか。
C４などにして、結果のコメントで知らせるのが
良いのでしょうか。また、カンジダもよくみら
れますが、これもどこまでの記述するもので
しょうか。
指針があれば、教えてくださいよろしくお願い
します。

尿沈渣判定区分を日本人間ドック学会のホームページで公開しております。原虫（トリコモナス）はD（要治療）として
います。真菌（カンジダ）はB判定としています。

日本人間ドック・予防医療学会 判定区分表に関するＱ＆Ａ【婦人科】
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